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北九州市告示第２１０号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和８年５月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 
１ 薬局（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指定年月日  

薬局銀ちゃん 北九州市小倉北区香春口一丁目６

番７号  
令和８年５

月１日  
ほしぞら薬局 北九州市小倉南区徳力四丁目１５

番５号  
令和８年５

月１日  
サンキュー薬局門司駅

店 
北九州市門司区中町１番３２号  令和８年５

月１日  
八幡西調剤薬局 北九州市八幡西区八枝三丁目１２

番１号  
令和８年５

月１日  
 
２ 訪問看護（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  指定年月日  

訪問看護ステーション

Ｃоｈａｒｕ門司 
北九州市門司区原町別院９番２号

シャトレ別院Ⅲ１０３号室  
令和８年５

月１日  
訪問看護ステーション

ｍｅｇｕｒｕ 
北九州市八幡西区永犬丸西町三丁

目１６番１４号西町マンション２

０２号  

令和８年５

月１日  
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北九州市告示第２１１号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。 
  令和８年５月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変 更 年 月日  

ホームクリニック小倉 新  北九州市小倉北区足立二丁目

３番３９号 
令 和 ８ 年 ５

月 １ 日  
旧  北九州市小倉北区三萩野二丁

目４番８号 
訪問看護ステーション

みらい 
新  北九州市小倉北区香春口一丁

目２番１７号４０１号 
令 和 ８ 年 ５

月 １ 日  
旧  北九州市小倉北区江南町３番

１号内山第２７ビル７０２号 
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北九州市告示第２１２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、コンビニエンスストア等における証明書交付手数料の徴収に関する事務につ

いて、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の

規定により次のとおり告示する。 

  令和８年５月１日  
                    北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 
指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 

名称 住所 

地方公共団体

情報システム

機構  

東京都千代田

区一番町２５

番地 

令和８年４

月１日 

令和８年４

月１日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第２１３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金の収納について、指

定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定によ

り次のとおり告示する。 

  令和８年５月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事務

取扱者として

指定した日 

指定公金事務

取扱者に公金

事務を委託し

た日 

委託期間 
名称 住所 

一般財団法

人北九州市

母子寡婦福

祉会 

北九州市戸

畑区汐井町

１番６号 

令和８年４月

１日 

令和８年４月

１日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 

 

5



北九州市告示第２１４号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市ほたる館における使用料の徴収について指定公金事務取扱者を指定

し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。  
令和８年５月１日  

         北九州市長 武 内 和 久   
指定公金事務取扱者  指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名   称  住   所  

九 州 造 園 ・ グ

リ ー ン ワ ー ク

・ し ら す や ま

と共同事業体  

北 九 州 市 小

倉 北 区 大 畠

二 丁 目 １ ０

番１号  

令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで  
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北九州市上下水道局告示第１８号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年５月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定番号 
工事店の 

名 称 
代表者 所在地 指定年月日 

Ｍ２０１ 
株式会社住ま医

る工房 
道原正樹 

小倉南区葛原

本町三丁目１

１番２７号 

令 和 ８ 年 ５ 月 １

日  
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北九州市上下水道局告示第１９号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年５月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   

指定番号 
工事店の 

名 称 
代表者 所在地 廃止年月日 

Ｎ０６６ 有限会社シード 森永恵子 

八幡西区樋口

町７番９号１

０１ 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３

１ 日  

Ｊ０７１ 上田設備 上田義人 
門司区春日町

２３番４号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ３

０ 日  
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北九州市上下水道局告示第２０号 
 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。 
  令和８年５月１日 
               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  

指定番号 
工事店名 
代表者 

所在地 指定の有効期間 

８１４４ 
宮島設備 

宮島 健 

田川市大字伊加利１

９５５番２８号 

令和８年５月１日か

ら令和１２年５月３

１日まで 

４０４４ 
三宮造園株式会社 

三宮 洋 

北九州市若松区畠田

三丁目４番１２号 

令和８年５月１日か

ら令和１２年５月３

１日まで 

８１４５ 
刀根住宅設備 

刀根 大輔 

遠賀郡芦屋町大字山

鹿１５２１番１１号 

令和８年５月１日か

ら令和１２年５月３

１日まで 

３１７８ 

林設備工業株式会

社 

林 尚之 

北九州市小倉南区上

葛原二丁目 1 番 

１５号 

令和８年５月１日か

ら令和１２年５月３

１日まで 
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北九州市上下水道局告示第２１号 
 北九州市下水道条例施行規程（平成２４年北九州市水道局管理規程第３７号 
）第１０条第１項第１号の規定により、次のとおり排水設備指定工事店の指定

を取り消した。 
  令和８年５月１日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  

指定番号 
 工事店名 
 代表者 

   所在地 取消年月日 

６０８２ 
有限会社シード 

森永 恵子 

八幡西区樋口町

７番９号１０１

号室 

令和８年３月３１日 
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